
平成23年9月2日14時00分現在

平成23年（2011年）東日本大震災の被害状況及び対応について（第97報）

厚 生 労 働 省

※下線部が前回からの変更点

＜水道関係抜粋＞

２ 厚生労働省関係の災害情報及び対応状況

（9月2日11時00分現在）（５）水道の被害状況
→復旧状況の経過等は別紙３「水道の被害状況」参照

①被害状況
３県で少なくとも4.5万戸で断水被害が生じている状況（8月26日11:00時点では、

4.5万戸断水） 。津波により家屋等が流出した地域等を除いた断水被害は、全て復※１

旧した。津波により家屋等が流出した地域では、復興に合わせて水道も復旧・整備

する予定。これまでに復旧した総数 は225万戸（前回では、225万）※２

※１ 4月8日以降は、3月11日の本震等によるものに、4月7日、4月11日、4月12日及び7月23日の

余震によるものを加えた

※２ 復旧戸数については、3月11日の本震等で断水しその後復旧したものが、4月7日、4月11日

及び4月12日の余震で再び断水し復旧した場合、重複して計上している場合がある

（日本水道協会による対応等）②応急給水・復旧への対応
・日本水道協会及び各都市の技術職員による応急給水・応急復旧等の支援活動に一定

の目処がついたため、日本水道協会は8月11日より現行の救援本部を「東日本大震災

復興支援本部」とし、引き続き各都市の技術職員と被災地域の復興支援を実施

・今回の震災により破損した水道施設の復旧作業を迅速かつ円滑に進めるため、関係

者で構成する東日本大震災水道復旧対策特別本部を設置

【構成団体・機関】

（社）日本水道協会（日水協 、全日本水道労働組合（全水道 、全日本自治団） ）

体労働組合（自治労 、全国簡易水道協議会（簡水協 （社）日本水道工業団） ）、

体連合会（水団連 、全国管工事業協同組合連合会（全管連 （財）水道技術） ）、

研究センター、厚生労働省（健康局水道課）

[3月20日第1回会合] 特別本部設置を決定し、被災地の応急給水、水道の復旧に

ついて情報交換

[3月26日第2回会合] 応援給水や水道復旧のための技術者派遣や車両の燃料調達

方法について情報交換し、必要な改善方策を検討

[4月 5日第3回会合] 現地の復旧の進捗状況について情報交換し、水道水中の放

射性物質のモニタリングについて意見交換

[4月22日第4回会合] 現地の復旧の進捗状況について情報交換し、津波による被

災地域の復興方策及び水道水における放射性物質対策につ

いて意見交換

[5月13日第5回会合] ５月８～11日に派遣された水道関係者による現地調査団か

ら現地の状況や被災事業体の取組み状況等について報告、



今後の復旧・復興への支援策や課題について意見交換

・被災地の水道施設の被災状況や復旧状況を把握し、今後の復旧・復興計画や施策に

反映するため、学識経験者、日水協、水団連、主要都市の水道事業者、厚生労働省

等で構成する調査団を岩手県、宮城県及び福島県に派遣（5月8日～11日）

③復興への対応
・津波等により壊滅的な被害を受けた市町村（水道事業者）等が行う水道の復興に対

して技術的支援等を行うため 有識者 関係水道事業者 関係団体等で構成する 東、 、 、 「

日本大震災水道復興支援連絡協議会」を設置

[7月25日第1回会合] 津波等により壊滅的な被害を受けた市町村における水道の

現況やこれからの支援などについて意見交換

[8月 8～12日現地水質支援チームの派遣]浅井戸などの水源が浸水・水没した石

巻市、南三陸町に現地水質検査チーム（(財)水道技術研究

センター、横浜市水道局）を派遣し、現在利用している地

下水水質の変動状況及び利用可能性の調査などを実施

[8月23、24日岩手県現地調査部会]陸前高田市、大槌町の復旧事業計画案につい

て意見交換し、技術的助言などを実施

（９）原発事故関係
→これまでの経過等は別紙６「原発事故関係」参照

②水道の対応
○原発事故に伴い、放射性物質に対する水道の対応について、

①指標値（放射性ヨウ素300Bq/kg、放射性セシウム200Bq/kg）を超過する水道水は

飲用を控えること。放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合は、乳児用調製粉乳を水

道水で溶かす等乳児による水道水の摂取を控えること

②生活用水としての利用には問題がないこと

③代替となる飲用水がない場合は飲用しても差し支えないこと

等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者等に対して通知（3月19

日、21日）

○水道水中の放射性物質は、降雨後に高い濃度で検出される傾向があるため、水道水

の供給に支障のない範囲で、降雨後の取水量の抑制・停止や浄水場の覆蓋など対処

可能な方策を検討するよう各水道事業者等へ通知（3月26日）

○厚生労働省において水道水中の放射性物質の検出結果について整理し、公表するた

め、関係する都県の水道行政担当部局長に、検査主体にかかわらず、管内の水道事

業等における検出結果についての定期的な報告を依頼（3月31日）

○水道水中の放射性物質に関する指標等について、①当分の間、現行の指標等を維持

すること、②水道水中の放射性物質のモニタリング方針、③検査結果に基づく摂取

制限の要否の判断及び摂取制限の解除の考え方等を公表するとともに、各水道事業

者等へ通知（4月4日）

○厚生科学審議会生活環境水道部会を開催し、原子力発電所の事故を受けた水道水中



の放射性物質に関する取組を報告、審議し 「水道水における放射性物質対策検討、

会」の設置を決定（4月19日）

○食品・水道水中の放射性物質に関する検査計画の策定・実施状況について、関係都

県の報告を基に厚生労働省で取りまとめた内容を関係都県に通知（4月28日）

○水道水における放射性物質対策検討会の開催

・水道水における放射性物質対策検討会（第１回）を開催し、取組状況を報告すると

ともに、水道水への放射性物質の影響メカニズムを検討（4月25日）

・水道水における放射性物質対策検討会（第２回）を開催し、水道水への放射性物質

の影響メカニズム、水道水中の放射性物質の低減方策、及びモニタリング結果を踏

まえた中長期的な取り組みについて検討（5月26日）

・水道水における放射性物質対策検討会（第３回）を開催し、放射性物質の水道水へ

の影響メカニズムや水道水中の放射性物質の低減方策に関する「水道水における放

射性物質対策中間とりまとめ」について検討（6月13日）

・ 水道水における放射性物質対策中間とりまとめ」を公表（6月21日）「

○原子力災害対策本部が「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取

扱いに関する考え方」をとりまとめたことを踏まえ、浄水発生土について本考え方

（ ）に沿った適切な取扱いがなされるよう関係都県及び水道事業者等に通知 6月16日

○「水道水における放射性物質対策検討会」の中間とりまとめを踏まえて、水道水中

の放射性物質の低減方策について適切に取り組むよう関係都県及び水道事業者等に

通知（6月21日）

○厚生科学審議会生活環境水道部会を開催し 「水道水における放射性物質対策検討、

会」の中間とりまとめを踏まえ、東日本大震災に係る水道関係の最近の動き等につ

いて報告、審議するとともに、今後の水道水中の放射性物質のモニタリング方針に

、 。 、 （ ）ついて審査し 了承 同日 モニタリング方針を各水道事業者等へ通知 6月30日

○水道水の放射性物質の調査結果を公表（直近発表過去5回分）

[8月26日]福島県内９８データ及び福島県以外１，０９７データ

[8月29日]福島県内２７３データ

[8月30日]福島県内９１データ

[8月31日]福島県内１０６データ

[9月 1日]福島県内８０データ

【直近調査結果状況】8月26日から9月1日に入手した1,745データのうち指標等超過 件0

○調査結果に基づき以下のとおり対応

・現時点で乳児または一般における摂取制限を行っている水道事業はない



（別紙３）

【水道の被害状況】
平成23年9月2日11時00分現在

①復旧状況の経過

②県別の被害状況について

１）岩手県 ＜21,161戸断水（家屋等流出地域のみ）＞

復旧戸数市町村等
断水戸数

（ ）総数 → 現時点 家屋等流失地域のみ
大船渡市 15,600戸 2,600戸 13,000戸

陸前高田市 8,000戸 3,662戸 4,338戸

釜石市 13,604戸 4,779戸 8,825戸

大槌町 5,605戸 3,108戸 2,497戸

宮古市 21,388戸 3,459戸 17,929戸

山田町 6,000戸 3,000戸 3,000戸

岩泉町 188戸 40戸 148戸

田野畑村 395戸 182戸 213戸

野田村 801戸 331戸 470戸

、 、 、 、 、 、 、 、復旧済み 盛岡市 岩手町 滝沢村 雫石町 葛巻町 矢巾町 紫波町 花巻市

遠野市、北上市、西和賀町、奥州市、金ヶ崎町、平泉町、藤沢町、久

慈市、普代村、洋野町、二戸市、一戸町、一関市

179

187

171

163

145

125
122

114

105
101

9593

8684
80

70 69 
65 

61 61 61 
58 56 5453

78

71

636260

51
47

434240
3634

3131313130292930302829272727272727272727272727272727262626262626262626262626262626262626

161412121211111111111010101010 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10101010 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

東日本大震災における水道の復旧状況

断水発生市町村数（右軸目盛）

断水発生都道府県数（右軸目盛）

断水戸数（左軸目盛）

復旧戸数（左軸目盛）

約225万戸

約4.5

万戸

戸数（万）

4月7日23時32分、

震度6強の余震発生

4月12日14時7分、

震度6弱の余震発生

4月11日17時16分、

震度6弱の余震発生



２）宮城県 ＜21,482戸断水（家屋等流出地域のみ）＞

復旧戸数市町村等
断水戸数

（ ）総数 → 現時点 家屋等流失地域のみ
仙台市 209,500戸 1,700戸 207,800戸

気仙沼市 25,809戸 6,182戸 19,627戸

女川町 3,049戸 1,849戸 1,200戸

岩沼市 15,979戸 609戸 15,370戸

名取市 9,200戸 2,200戸 7,000戸

亘理町 11,847戸 503戸 11,344戸

七ケ浜町 6,518戸 150戸 6,368戸

山元町 5,453戸 1,388戸 4,065戸

石巻広域水道 75,673戸 3,952戸 71,721戸

（ 、 ）石巻市 東松島市

南三陸町 5,066戸 2,949戸 2,117戸

復旧済み 村田町、角田市、松島町、白石市、涌谷町、丸森町、大河原町、大和

町、大衡村、富谷町、川崎町、利府町、色麻町、蔵王町、加美町、美

、 、 、 、 、 、 、 、里町 登米市 栗原市 大郷町 大崎市 柴田町 七ヶ宿町 塩竈市

多賀城市

３）福島県 ＜2,802戸断水（家屋等流出地域のみ）＞

復旧戸数市町村等
断水戸数

（ ）総数 → 現時点 家屋等流失地域のみ
福島市 111,000戸 19戸 110,981戸※

南相馬市 17,500戸 500戸 17,000戸

いわき市 130,000戸 432戸 129,568戸

20,940戸 1,763戸 19,177戸相馬地方水道企業団

（相馬市、新地町）

2,154戸 88戸 2,066戸双葉地方水道企業団

（広野町の区域）

※ 福島市の19戸は、土砂災害が発生し、避難指示等が出され居住が出来ない地域

、 、 、復旧済み 福島地方水道用水供給事業 白河地方水道用水供給企業団 二本松市

、 、 、 、 、 、 、 、伊達市 本宮市 桑折町 川俣町 大玉村 玉川村 三春町 小野町

平田村、中島村、棚倉町、矢祭町、会津若松市、猪苗代町、国見町、

天栄村、泉崎村、田村市、白河市、西郷村、郡山市、須賀川市、鏡石

町、飯舘村、鮫川村、矢吹町

※双葉地方水道企業団（双葉町、大熊町、富岡町及び楢葉町の区域 、南相馬市の）

一部、浪江町及び葛尾村は、避難指示等により被害調査等の活動を停止中

◎区域内のすべての水道が復旧済みの都道県

北海道、青森県、秋田県、山形県、群馬県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、茨城県

※（家屋等流失地域）については、津波により家屋等が流失した地域で、地域の復興

に合わせて水道も復旧・整備する予定として報告のあったものを記載

※（応急給水中）については報告のあったもののみ記載



（別紙６）

【原発事故関係】
○原発事故に伴う水道・食品の対応

【水道】

・原発事故に伴い、放射性物質に対する水道の対応について、

①指標値（放射性ヨウ素300Bq/kg、放射性セシウム200Bq/kg）を超過する水道水は飲

用を控えること。放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合は、乳児用調製粉乳を水道

水で溶かす等乳児による水道水の摂取を控えること

②生活用水としての利用には問題がないこと

③代替となる飲用水がない場合は飲用しても差し支えないこと

等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者等に対して通知（3月19

日、21日）

・水道水中の放射性物質は、降雨後に高い濃度で検出される傾向があるため、水道水の

供給に支障のない範囲で、降雨後の取水量の抑制・停止や浄水場の覆蓋など対処可能

な方策を検討するよう各水道事業者等へ通知（3月26日）

、 、・厚生労働省において水道水中の放射性物質の検出結果について整理し 公表するため

関係する都県の水道行政担当部局長に、検査主体にかかわらず、管内の水道事業等に

おける検出結果についての定期的な報告を依頼（3月31日）

・水道水中の放射性物質に関する指標等について、①当分の間、現行の指標等を維持す

ること、②水道水中の放射性物質のモニタリング方針、③検査結果に基づく摂取制限

の要否の判断及び摂取制限の解除の考え方等を公表するとともに、各水道事業者等へ

通知（4月4日）

・厚生科学審議会生活環境水道部会を開催し、原子力発電所の事故を受けた水道水中の

放射性物質に関する取組を報告、審議し 「水道水における放射性物質対策検討会」、

の設置を決定（4月19日）

・水道水における放射性物質対策検討会（第１回）を開催し、取組状況を報告するとと

もに、水道水への放射性物質の影響メカニズムを検討（4月25日）

・食品・水道水中の放射性物質に関する検査計画の策定・実施状況について、関係都県

の報告を基に厚生労働省で取りまとめた内容を関係都県に通知（4月28日）

・水道水における放射性物質対策検討会（第２回）を開催し、水道水への放射性物質の

影響メカニズム、水道水中の放射性物質の低減方策、及びモニタリング結果を踏まえ

た中長期的な取り組みについて検討（5月26日）

・水道水における放射性物質対策検討会（第３回）を開催し、放射性物質の水道水への

影響メカニズムや水道水中の放射性物質の低減方策に関する「水道水における放射性

物質対策中間とりまとめ」について検討（6月13日）

・ 水道水における放射性物質対策中間とりまとめ」を公表（6月21日）「

・原子力災害対策本部が「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱

いに関する考え方」をとりまとめたことを踏まえ、浄水発生土について本考え方に沿

った適切な取扱いがなされるよう関係都県及び水道事業者等に通知（6月16日）

水道水中の・ 水道水における放射性物質対策検討会」の中間とりまとめを踏まえて、「

放射性物質の低減方策について適切に取り組むよう関係都県及び水道事業者等に通知（6

月21日）

、「 」・厚生科学審議会生活環境水道部会を開催し 水道水における放射性物質対策検討会

の中間とりまとめを踏まえ、東日本大震災に係る水道関係の最近の動き等について報



告、審議するとともに、今後の水道水中の放射性物質のモニタリング方針について審

査し、了承。同日、モニタリング方針を各水道事業者等へ通知（6月30日）

・水道水の放射性物質の調査結果について公表

[3月19日]福島県川俣町等県内６カ所

[3月21日]福島県飯舘村

[3月21日]福島県内７カ所

[3月22日]福島県内７７カ所（3月21日調査）及び６カ所（3月16日～19日調査）

[3月23日]福島県内５カ所及び東京都内３カ所

[3月23日]茨城県内７カ所

[3月24日]千葉県内３カ所及び福島県内４カ所

[3月24日]茨城県内１９カ所

[3月25日]栃木県宇都宮市

[3月25日]福島県内１５カ所

[3月25日]茨城県内３８カ所及び千葉県内１カ所

[3月26日]福島県内１２カ所

[3月27日]福島県内１６カ所及び千葉県内６カ所

[3月28日]福島県内１３カ所及び千葉県内６カ所

[3月29日]福島県内６７カ所

[3月29日]福島県内４６カ所

[3月29日]福島県内４９カ所

[3月30日]福島県内１４カ所

[3月30日]福島県内１３３カ所

[3月31日]福島県内７３カ所

[3月31日]福島県内１３カ所

[4月 1日]福島県内７６カ所

[4月 2日]福島県内１０９カ所

[4月 3日]福島県内１２９カ所

[4月 4日]福島県内１１９カ所

[4月 5日]福島県内１７データ及び福島県以外９６データ

[4月 6日]福島県内６４データ及び福島県以外９１データ

[4月 6日]福島県内４０データ

[4月 7日]福島県内１１４データ及び福島県以外２４６データ

[4月 8日]福島県内７２データ及び福島県以外６４１データ

[4月 9日]福島県内１４１データ及び福島県以外４５データ

[4月10日]福島県内９２データ及び福島県以外４５データ

[4月11日]福島県内１１３データ及び福島県以外２８７データ

[4月12日]福島県内９３データ及び福島県以外２４８データ

[4月13日]福島県内１０４データ及び福島県以外１０２データ

[4月14日]福島県内７７データ及び福島県以外５１４データ

[4月15日]福島県内１０７データ及び福島県以外１７４データ

[4月16日]福島県内５１データ及び福島県以外４５データ

[4月17日]福島県内１０９データ及び福島県以外４５データ

[4月18日]福島県内１１２データ及び福島県以外２７０データ

[4月19日]福島県内１０６データ及び福島県以外１７１データ

[4月20日]福島県内６０データ及び福島県以外２３０データ



[4月21日]福島県内１２２データ及び福島県以外２１３データ

[4月22日]福島県内１４１データ及び福島県以外２８７データ

[4月23日]福島県内９３データ及び福島県以外４５データ

[4月24日]福島県内８４データ及び福島県以外４５データ

[4月25日]福島県内１０６データ及び福島県以外１９０データ

[4月26日]福島県内８１データ及び福島県以外７３９データ

[4月27日]福島県内１０９データ及び福島県以外２０９データ

[4月28日]福島県内７８データ及び福島県以外２０１データ

[4月29日]福島県内１１７データ

[4月30日]福島県内８５データ

[5月 1日]福島県内１０４データ

[5月 2日]福島県内８７データ及び福島県以外４９３データ

[5月 3日]福島県内９２データ

[5月 4日]福島県内６９データ

[5月 5日]福島県内１０８データ

[5月 6日]福島県内７９データ

[5月 7日]福島県内１１２データ

[5月 8日]福島県内９８データ

[5月 9日]福島県内１１９データ及び福島県以外８１７データ

[5月10日]福島県内８３データ

[5月11日]福島県内１０２データ

[5月12日]福島県内８７データ

[5月13日]福島県内１０６データ及び福島県以外１,０４３データ

[5月14日]福島県内８８データ

[5月15日]福島県内９４データ

[5月16日]福島県内６６データ

[5月17日]福島県内１０９データ

[5月18日]福島県内８５データ

[5月19日]福島県内１０６データ

[5月20日]福島県内１１６データ及び福島県以外１,１９８データ

[5月21日]福島県内１０３データ

[5月22日]福島県内８８データ

[5月23日]福島県内１３７データ

[5月24日]福島県内８４データ

[5月25日]福島県内７８データ

[5月26日]福島県内８４データ

[5月27日]福島県内１０９データ及び福島県以外１，０４４データ

[5月28日]福島県内８６データ

[5月29日]福島県内１０６データ

[5月30日]福島県内９４データ

[5月31日]福島県内９５データ

[6月 1日]福島県内９０データ

[6月 2日]福島県内１０６データ

[6月 3日]福島県内８６データ及び福島県以外１，０２９データ

[6月 4日]福島県内７５データ



[6月 5日]福島県内１０９データ

[6月 6日]福島県内６１データ

[6月 7日]福島県内１１７データ

[6月 8日]福島県内１５９データ

[6月 9日]福島県内１１４データ

[6月10日]福島県内１０６データ及び福島県以外１，１７８データ

[6月11日]福島県内１０１データ

[6月12日]福島県内１０６データ

[6月13日]福島県内８２データ

[6月14日]福島県内１０９データ

[6月15日]福島県内８８データ

[6月16日]福島県内１０６データ

[6月17日]福島県内９０データ及び福島県以外１，１０４データ

[6月18日]福島県内１０１データ

[6月19日]福島県内９２データ

[6月20日]福島県内１０６データ

[6月21日]福島県内８７データ

[6月22日]福島県内１０７データ

[6月23日]福島県内８６データ

[6月24日]福島県内１０９データ及び福島県以外９９６データ

[6月25日]福島県内９０データ

[6月26日]福島県内９２データ

[6月27日]福島県内７５データ

[6月28日]福島県内８７データ

[6月29日]福島県内１１２データ

[6月30日]福島県内９２データ

[7月 1日]福島県内１０８データ及び福島県以外１，２０８データ

[7月 2日]福島県内９７データ

[7月 3日]福島県内８４データ

[7月 4日]福島県内９８データ

[7月 5日]福島県内９７データ

[7月 6日]福島県内９５データ

[7月 7日]福島県内９５データ

[7月 8日]福島県内９６データ及び福島県以外１，０９６データ

[7月 9日]福島県内９８データ

[7月10日]福島県内９９データ

[7月11日]福島県内９２データ

[7月12日]福島県内１０５データ

[7月13日]福島県内８３データ

[7月14日]福島県内１０２データ

[7月15日]福島県内９５データ及び福島県以外９８７データ

[7月19日]福島県内３７９データ

[7月20日]福島県内１０３データ

[7月21日]福島県内９８データ

[7月22日]福島県内１０８データ及び福島県以外１，０３９データ



[7月25日]福島県内２７２データ

[7月26日]福島県内１０１データ

[7月27日]福島県内９８データ

[7月28日]福島県内９４データ

[7月29日]福島県内９４データ及び福島県以外１，０２４データ

[8月 1日]福島県内２７０データ

[8月 2日]福島県内７７データ

[8月 3日]福島県内１０６データ

[8月 4日]福島県内６５データ

[8月 5日]福島県内９９データ及び福島県以外１，０３５データ

[8月 8日]福島県内２５０データ

[8月 9日]福島県内１０４データ

[8月10日]福島県内１０２データ

[8月11日]福島県内８０データ

[8月12日]福島県内８８データ及び福島県以外１，０３４データ

[8月15日]福島県内２８５データ

[8月16日]福島県内７６データ

[8月17日]福島県内９３データ

[8月18日]福島県内９１データ

[8月19日]福島県内１００データ及び福島県以外１，０３２データ

[8月22日]福島県内２７４データ

[8月23日]福島県内９９データ

[8月24日]福島県内９０データ

[8月25日]福島県内１０３データ

[8月26日]福島県内９８データ及び福島県以外１，０９７データ

[8月29日]福島県内２７３データ

[8月30日]福島県内９１データ

[8月31日]福島県内１０６データ

[9月 1日]福島県内８０データ

【直近調査結果状況】8月26日から9月1日に入手した1,745データのうち指標等超過 件0

・調査結果に基づき以下のとおり対応

水道事業者等 乳児 一般

開始 解除 開始 解除

福島県 飯舘村飯舘簡易水道事業（飯舘村） 3/21 5/10 3/21 4/1

伊達市月舘簡易水道事業（伊達市） 3/22 3/26

3/27 4/1

川俣町水道事業（川俣町） 3/22 3/25

郡山市上水道事業（郡山市） 3/22 3/25

南相馬市原町水道事業（南相馬市） 3/22 3/30

田村市水道事業（田村市） 3/22 3/23

3/26 3/28



いわき市水道事業（いわき市） 3/23 3/31

茨城県 東海村上水道事業（東海村） 3/23 3/26

水府地区北部簡易水道事業（常陸太田市） 3/23 3/26

北茨城市上水道事業（北茨城市） 3/24 3/27

日立市水道事業（日立市） 3/24 3/26

笠間市上水道事業（笠間市） 3/24 3/27

古河市水道事業（古河市） 3/25 3/25

茨城県南水道企業団上水道事業（取手市） 3/25 3/26

栃木県 宇都宮市上水道事業（宇都宮市） 3/25 3/25

野木町水道事業（野木町） 3/25 3/26

千葉県 千葉県水道事業

（ちば野菊の里浄水場、栗山浄水場） 3/23 3/25

（柏井浄水場（東側施設 ） 3/26 3/27）

北千葉広域水道用水供給事業 3/23 3/26

印旛広域水道用水供給事業 3/26 3/27

東京都 東京都水道事業（23区5市） 3/23 3/24

※「乳児」は乳児による摂取制限 「一般」は住民による摂取制限を示す、

また 「開始 「解除」はそれぞれ当該摂取制限及び広報の開始、解除を示す、 」

※現時点で乳児または一般における摂取制限を行っている水道事業はない


